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荒廃森林緊急整備事業費補助金（人工林整備）（やまがた緑環境税事業） 
 

１ 対象品目・分野  ○林業 

 

２ 事 業 概 要 

管理放棄され、荒廃のおそれのある人工林の森林整備（間伐等）を行う場合、国庫

補助事業に合わせ、本事業で上乗せして補助します。 

 

３ 利用対象者 

林業を営む者（個人、法人）、森林所有者、森林組合等、林業を営む者が組織する団

体 

 

４ 支 援 内 容 

(1) 補 助 要 件 

森林所有者と知事が森林管理に関する協定を結んだ民有林のうち、公有林（県有

林、市町村有林、財産区有林）及び森林整備法人が管理する森林を除く森林 

(2) 対 象 経 費：間伐等及びそれに必要な森林作業道の整備に要する経費 

(3) 補 助 率：標準経費の32％以内を嵩上げ 

(4) 補助上限額：国庫補助事業補助金との合計額が実行経費を上回る場合は、実行経

費を上限（森林作業道については、間伐１ha当り100ｍ分の額を上限） 

(5) そ の 他：国庫補助を受ける場合、本事業も合わせて補助（申請は別途） 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間(予定)：随時(春季から秋季追加まで申請期日を設けており、具体的な期

日については、令和８年５月下旬頃に公表予定) 

(2) 申請書類（様式）の入手方法：各総合支庁森林整備課 

(3) 申込み先：各総合支庁森林整備課 

 

６ 問合せ先 

(1) 機関名・課名：各総合支庁森林整備課 

(2) 担当 (係 )名：里山造林担当 

(3) 電 話 番 号：村山総合支庁森林整備課 ０２３－６２１－８１５２ 

          最上総合支庁森林整備課 ０２３３－２９－１３４８ 

          置賜総合支庁森林整備課 ０２３８－３５－９０５３ 

           庄内総合支庁森林整備課 ０２３５－６６－５５２５ 
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森林資源再生事業費補助金（再造林支援）（やまがた緑環境税事業） 
 

１ 対象品目・分野  ○林業 

 

２ 事 業 概 要 

再造林を行う場合に国庫補助事業に合わせて本事業で上乗せして補助します。 

 

３ 利用対象者 

林業を営む者（個人、法人）、森林所有者、森林組合等、林業を営む者が組織する団

体 

 

４ 支 援 内 容 

(1) 補 助 要 件 

・民有林のうち、公有林（県有林、市町村有林、財産区有林）及び森林整備法人が

管理する森林を除く森林 

・国庫補助事業（花粉発生源対策促進事業を除く）で行う0.1ha以上の再造林 

(2) 対 象 経 費：皆伐後に再造林を行う経費 

(3) 補 助 率：標準経費の22％又は24%相当 

(4) 補助上限額：標準経費の90％の額から国庫補助事業補助金額を差し引いた額を上 

  限 

(5) そ の 他 

国庫補助事業の補助を受ける場合に、本事業も合わせて補助（申請は別途） 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間(予定)：随時(春季から秋季追加まで申請期日を設けており、具体的な期

日については、令和８年５月下旬頃に公表予定) 

(2) 申請書類（様式）の入手方法：各総合支庁森林整備課 

(3) 申込み先：各総合支庁森林整備課 

 

６ 問合せ先 

(1) 機関名・課名：各総合支庁森林整備課 

(2) 担当 (係 )名：里山造林担当 

(3) 電 話 番 号：村山総合支庁森林整備課 ０２３－６２１－８１５２ 

          最上総合支庁森林整備課 ０２３３－２９－１３４８ 

          置賜総合支庁森林整備課 ０２３８－３５－９０５３ 

           庄内総合支庁森林整備課 ０２３５－６６－５５２５ 
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森林資源再生事業費補助金（小面積再造林支援）（やまがた緑環境税事業） 
 

１ 対象品目・分野  ○林業 

 

２ 事 業 概 要 

小面積の再造林を行う場合に、苗木購入経費を補助します。 

 

３ 利用対象者 

林業を営む者（個人、法人）、森林所有者、森林組合等 

 

４ 支 援 内 容 

  (1) 補 助 要 件： 

○ 次のいずれかに該当する民有林（公有林（県有林、市町村有林、財産区有林）及

び森林整備法人が管理する森林を除く） 

①植栽面積が0.1ha未満 

  ②国庫補助事業（花粉発生源対策促進事業を除く）で行う0.1ha以上1.0ha未満

の再造林 

(2) 対 象 経 費：皆伐後に再造林を行うための苗木購入経費（他事業で補助を受けた

分相当を除く。） 

(3) 補 助 率：（1）①の場合：苗木購入経費の100％以内 

         （1）②の場合：標準経費の34%相当 

(4) 補助上限額：（1）①の場合：樹種毎に上限あり、令和８年５月下旬頃に公表予定 

         （1）②の場合：標準経費の70％の額から国庫補助事業補助金額を差

し引いた額を上限 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間(予定)：随時(春季から秋季追加まで申請期日を設けており、具体的な期

日については、令和８年５月下旬頃に公表予定) 

(2) 申請書類（様式）の入手方法：各総合支庁森林整備課 

(3) 申込み先：各総合支庁森林整備課 

 

６ 問合せ先 

(1) 機関名・課名：各総合支庁森林整備課 

(2) 担当 (係 )名：里山造林担当 

(3) 電 話 番 号：村山総合支庁森林整備課 ０２３－６２１－８１５２ 

          最上総合支庁森林整備課 ０２３３－２９－１３４８ 

          置賜総合支庁森林整備課 ０２３８－３５－９０５３ 

           庄内総合支庁森林整備課 ０２３５－６６－５５２５ 
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林業・木材産業循環成長対策事業費補助金（森林整備地域活動支援対策） 
 

１ 対象品目・分野  〇林業 

 

２ 事 業 概 要 

  集約化施業による搬出間伐などの取組を積極的に促進するため、森林所有者及び林業

事業体等による森林経営計画の作成のための合意形成や森林境界の明確化、及びこれら

を進める上で必要となる既存路網の簡易な改良を支援します。 

 

３ 利用対象者 

  林業を営む者、森林所有者、森林組合、市町村等 

 

４ 支 援 内 容 

〇森林経営計画の作成促進 

(1) 対 象 経 費：森林経営計画の作成に必要な活動等に要する経費 

(2) 補 助 率：定額 

(3) 補助上限額：対象となる活動ごとに設定あり 

 

〇森林境界の明確化 

(1) 対 象 経 費：森林境界の確認に必要な活動等に要する経費 

(2) 補 助 率：定額 

(3) 補助上限額：対象となる活動ごとに設定あり 

 

〇森林経営計画・森林境界の明確化に向けた条件整備 

(1) 対 象 経 費：作業路網の簡易な改良に要する経費 

(2) 補 助 率：定額 

(3) 補助上限額：52,000円／ha 

 

※補助内容や詳細については、最寄りの総合支庁森林整備課へお問い合わせください。 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間：令和８年度分の募集は終了しました。 

       ※令和９年度分は令和８年５月以降に募集します。  

 (2) 申請書類（様式）の入手方法：各市町村林務担当 

(3) 申込み先：各市町村林務担当 

 

６ 問合せ先 

(1) 機関名・課名：各総合支庁森林整備課 

(2) 担当 (係 )名：普及担当 

(3) 電 話 番 号：村山総合支庁森林整備課 ０２３－６２１－８２８６ 

          最上総合支庁森林整備課 ０２３３－２９－１３５１ 

          置賜総合支庁森林整備課 ０２３８－２６－６０６５ 

          庄内総合支庁森林整備課 ０２３５－６６－５５３４ 
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林業・木材産業循環成長対策事業費補助金 
 

１ 対象品目・分野  〇林業 

 

２ 事 業 概 要 

  林業・木材産業の成長産業化を図るため、先進的な林業機械等の整備、木材加工流通

施設等の整備、コンテナ苗生産基盤施設等の整備、特用林産振興施設等の整備、木質バ

イオマス利用促進施設等の整備等、川上から川下までの取組を総合的に支援します。 

 

３ 利用対象者 

  林業を営む法人、森林組合等、木材関連事業者等、木材関連事業者等の組織する団体、

市町村 

 

４ 支 援 内 容 

〇先進的な林業機械等の整備 

(1) 対 象 経 費：先進的な林業機械等の導入に要する経費 

(2) 補 助 率：１／３以内（スイングヤーダ、ロングリーチハーベスタ、ロングリ

ーチグラップル、タワーヤーダについては４／１０以内） 

(3) 補助上限額：機械ごとに設定あり 

 

〇木材加工流通施設等の整備 

(1) 対 象 経 費：木材加工流通施設の整備に要する経費 

(2) 補 助 率：１／２以内（原木輸送用トラックの導入にあたっては、１／３以内） 

(3) 補助上限額：施設ごと設定あり 

※その他、コンテナ苗生産基盤施設等の整備、特用林産振興施設等の整備、木質バ

イオマス利用促進施設等の整備、なお、補助内容や詳細については、最寄りの総

合支庁森林整備課へお問い合わせください。 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間：令和８年度導入分の募集は終了しました。 

※令和９年度導入分は令和８年７月以降に募集します。  

 (2) 申請書類（様式）の入手方法：各市町村林務担当又は各総合支庁森林整備課 

(3) 申込み先：各市町村林務担当 

 

６ 問合せ先 

(1) 機関名・課名：各総合支庁森林整備課 

(2) 担当 (係 )名：林政企画担当（最上総合支庁森林整備課は木材流通対策担当） 

(3) 電 話 番 号：村山総合支庁森林整備課 ０２３－６２１－８１９１ 

          最上総合支庁森林整備課 ０２３３－２９－１３５１ 

          置賜総合支庁森林整備課 ０２３８－２６－６０６３ 

          庄内総合支庁森林整備課 ０２３５－６６－５５２７ 
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山の幸振興対策支援事業費補助金 

 

１ 品目・分野  ○林業  ○その他 

 

２ 事 業 概 要 

特用林産物の生産振興を図るため、生産拡大、付加価値向上及び生産工程改善に

つながる施設・設備の整備等を支援します。 

 

３ 利用対象者 

森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農林家で組織する団体、

農林業法人、地方公共団体等の出資する法人 

 

４ 支 援 内 容 

(1) 対 象 経 費：特用林産物の生産施設等の整備を支援 

(2) 補 助 率：県１／６以内、市町村１／６以上 

(3) 補助上限額：30万円以上～概ね300万円（事業費） 

(4) その他（協調補助等について） 

市町村長を経由して補助する市町村との協調補助。 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間：最寄りの総合支庁へお問い合わせください。 

(2) 申請書類（様式）の入手方法：最寄りの市町村 

(3) 申込み先：最寄りの市町村 

 

６ 問合せ先 

【県 庁】 

(1) 機関名・課名：農林水産部 森林ノミクス推進課 

(2) 担当 (係 )名：林産振興担当 

(3) 電 話 番 号：０２３－６３０－２５２６ 

 

【総合支庁】 

(1) 機関名・課名：各総合支庁森林整備課 

(2) 担当 (係 )名：普及担当 

(3) 電 話 番 号：村山総合支庁森林整備課 ０２３－６２１－８２８５ 

          最上総合支庁森林整備課 ０２３３－２９－１３５１ 

          置賜総合支庁森林整備課 ０２３８－２６－６０６５ 

           庄内総合支庁森林整備課 ０２３５－６６－５５３４ 

 

 

 

 

 


